
日 時：第１回 平成３０年１１月３０日（金） 

             午後７時～午後８時 

    第２回 平成３０年１２月 １日（土） 

          午前10時～午前11時 

会 場：第二日暮里小学校 視聴覚室 

地区計画（原案）説明会 日暮里中央通り沿道地区 



本日の内容 

１ 原案の説明 

 

 １．これまでの取り組み 

 ２．地区計画（原案）について 

 ３．今後の予定（案） 

 

２ 質疑応答 



  １．これまでの取り組み 



日暮里中央通りの立地 

用途地域 
・商業地域 
・建ぺい率／容積率 
 ８０／５００ 
・防火地域 
・日影規制無し 



東日暮里地域街づくり方針 

出典：荒川区都市計画マスタープラン（平成２１年３月） 



まちづくり協議会の取り組み 周知と意向把握 ① 

日暮里中央通りまちづくり協議会 

平成28年11月 

 繊維組合、商店会、町会・住民により設立 

 

①日暮里中央通りまちづくり通信 

 発行状況：５回（平成29年３月、８月、 

         平成30年９月、１０月、11月） 

 配布方法：検討対象範囲の全戸に投函、郵送 

  

②日暮里中央通りまちづくりアンケート 

 実施期間：平成２９年５月７日（日）～２２日（月） 

 配布方法：検討対象範囲の全戸に投函（約８００通） 

 回収数 ：１３６通 

 ※商店街に面して店舗を設置するルールについて等 



まちづくり協議会の取り組み 周知と意向把握 ② 

③まちづくりルールに関するアンケート 

 実施期間：平成３０年７月２６日（木） 

               ～８月１０日（金） 

 配布方法：居住者及び地区外権利者（１,０８８通） 

 回収数 ：１７３通 

 ※用途や敷地面積、高さ等の制限について 

 

④ＨＰ作成 



まちづくり協議会の取り組み 周知と意向把握 ③ 

⑤素案説明会 

 日 時 ：平成３０年９月２８日（金）１９時～ 

           ９月２９日（土）１４時～ 

 会 場 ：第二日暮里小学校 視聴覚室 

 参加者 ：３３名 

 

～当日の質疑応答より～ 

質問：１階に店舗を設けるルールは狭い土地に対して 

   土地利用に制限が加わることになる。不動産価 

   値にどの程度影響するかの説明もしてほしい。 

回答：不動産価値は簡単に算出できるものではなく、 

   次の機会に紹介できるようにします。 

   ・地区計画の規定では＋、－両方の影響がある。 

    （２０１２年 土木学会発表論文より引用）   



まちづくり協議会の取り組み 周知と意向把握 ④ 

質問：敷地面積の最低限度を６０㎡とするのはどの様 

   な根拠からか。 

回答：現在の地区内の敷地面積の最頻値は８０㎡です 

   が、これでは厳しいため、区では、６区画以上 

   に敷地を分割する場合に条例で最低限敷地面積 

   ６０㎡にしております。 

   また、住生活基本計画における４人家族の居住 

   面積等も総合的に勘案して６０㎡としました。 

 

質問：ブロック塀を禁止するルールの対象は日暮里中 

   央通りに面する部分だけか。 

回答：このルールは地区内の全ての道路に面する部分 

   が対象になります。 



 ２．地区計画（原案）について 



地区計画とは（都市計画法第１２条の５） 

○良好な環境の街区を整備するため、地区内の建築物等に 

 対し「用途（使いみち）、高さ、敷地面積」等の制限を 

 定める、まちづくりのルールです。 

 

○地区計画が策定されても、すぐにルールに合わせた建物 

 にする必要はなく、今後の建替え等の際のルールとお考 

 えください。 

＜地区計画における建替え時のルールの例＞ 



方
針
・
考
え
方 ■地区計画に定める主な内容 

整
備
計
画 

地区名・位置・面積 
■地区計画の目標 
■土地利用の方針 
■建築物等の整備の方針 
地区整備計画 
■建築物等に関する事項 
・用途の制限 
・敷地面積の最低限度 
・建物の高さの最高限度 
・建築物等の形態または色彩その他の意匠の制限 
・垣またはさくの構造の制限 具体的な建物の 

建て方のルール 



■地区名・位置・面積 

＊日暮里中央通り（補助106号線）の道路境界から 

 ２０ｍの範囲（３種類の商業地域）です。 

地区名：日暮里中央通り沿道地区 

位 置：荒川区東日暮里五丁目および 

             東日暮里六丁目各地内 

面 積：約2.8ha 

日暮里中央通り 尾
竹
橋
通
り 日暮里駅← 



■地区計画の目標 

○商業地である当地区において適切な土地利用へと誘
導する地区計画を定め、地域経済や地域コミュニティ
の核である商店街の維持・形成を図る。また、地震時
に倒壊の恐れがある道路に面する垣又はさくに対し、
構造制限を設け地区内の防災性向上も図る。 

沿道商業地区 
＊類似の地区計画例 
 地蔵通り４丁目地区（豊島区）、大山東地区（板橋区）、浅草六区地区（台東区） 



■土地利用の方針 

 商業地である日暮里中央通り沿道の土地の有効利用
を促進し、商店街としての魅力や賑わいを維持してい
くため、商業サービス機能の誘導を図る。 

 商業・業務機能の充実及び土地の高度利用を図りな
がら、繊維街としての特徴的で魅力ある連続的な商店
の維持・形成を図るため、建築物の用途、建築物の敷
地面積の最低限度、建築物等の形態または色彩その他
の意匠の制限、垣またはさくの構造制限を定める。 

■建築物等の整備の方針 



■建築物等に関する事項 ①建築物等の用途の制限 １ 

○日暮里中央通りに接する敷地の建築物の１階部分に 

 は同通りに面して店舗を設ける。 

※ただし、次に該当する場合はこの限りでない。 

 ・公益性があり周辺環境を悪化させることがないと区長が認める場合 

  についてはこの限りでない。 

 ・階数が２以下であり、延べ面積が１００㎡以下の建築物。 

 

２割 



○商店街の健全性を維持し、商業と住宅の調和を図る 

 ため、性風俗関連営業など、地区に馴染まない用途 

 を制限する。 

・制限する用途は、風俗営業等の規 

 制及び業務の適正化等に関する法 

 律に関係する建物など 

 ①接待飲食業等（キャバレー等）、 

 ②遊技場（パチンコ店等）の他、 

 ③性風俗関連特殊営業 

 ④勝馬投票券販売所、 

  場外車券販売場など 

 ⑤納骨堂、葬祭場など 

■建築物等に関する事項 ②建築物等の用途の制限 ２ 



60㎡ 60㎡ 
120㎡ 

50㎡ 70㎡ 
○建築できる ×建築できない 

50㎡ 
50㎡ 

○建築できる 

＜現状＞ 
＜建替え後＞ 

■建築物等に関する事項 ③敷地面積の最低限度 

○敷地の細分化による建て詰まりを防止するため、 

 敷地面積の最低限度を60㎡以上とする。 

※ただし、次に該当する場合はこの限りでない。 

 ・公衆便所、巡査派出所その他これらに類する建築物の敷地として利用 

  する場合。 

・現状の敷地面積が、定めた限度を下回る場合は、建替えは可能。 

 ただし、その敷地を分割して建物を建てることはできない。 



■建築物等に関する事項 ④建築物等の高さの最高限度 

・現在、地区内で最も 

 高い建物の高さは 

 約43ｍ（14階建） 

 である。 

○街並みが激変するのを防止するため、建物の高さの 

 最高限度を50ｍ以下に制限する。 



■建築物等に関する事項 

⑤建築物等の形態又は色彩その他の意匠の制限 

・建築物等の外壁、屋根及び工作物の 

 色彩については、荒川区景観計画の 

 色彩基準に適合したものとする。 

 

・広告物等を設置する場合は、地区の 

 景観を良好に維持できる意匠・構造・ 

 表示方法のものとし、腐朽・腐食・ 

 破損しやすい材料を使用したものを 

 表示し、又は設置してはならない。 

○商店街としての景観を維持し、歩行者の安全性を 

 確保するため、建物の色彩や、広告物のデザインや 

 安全性を制限する。 



■建築物等に関する事項 ⑥垣またはさくの構造の制限 

・災害時において塀等の倒壊 

 による危険を避けるため、 

 道路に面してコンクリート 

 ブロック等を使う場合は、 

 60ｃｍ以下としてください。 

60ｃｍ以下 

（ブロック３段） 

○前面道路の避難性及び安全性を向上させるため、 

 道路に面して設ける垣またはさくはブロック塀を 

 禁止し、生け垣又はフェンス等にすることとする。 



地区

ルール項目

①建築物等の用途 １階を店舗等とする

   の制限［１］

②建築物等の用途 接待飲食等営業、遊技場営業

   の制限［２］ 特定遊興飲食店営業、

性風俗関連特殊営業　等の禁止

勝馬投票券販売所、

場外車券販売所　等の禁止

納骨堂、葬儀場の禁止 ● ●

③建築物の敷地面積の最低限度（60㎡） ● ●

④建築物等の高さの最高限度（50ｍ） ● ●

⑤建物等の形態又は色彩その他の意匠の制限 ● ●

⑥垣又はさくの構造の制限（ブロック塀の禁止） ● ●

●

●

●

沿道商業地域

日暮里中央通り

に面する

日暮里中央通り

に面しない

－

●

●

■建築物等に関する事項 まとめ 

（具体的な建物の建て方のルール） 



今後の予定 



今後の予定 
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都
市
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決
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Ｈ31年 

２月 ３月 



原案の公告・縦覧（１） 



原案の公告・縦覧（２） 



原案の公告・縦覧（３） 



原案の公告・縦覧（４） 



ご清聴ありがとうございました。 

荒川区 防災都市づくり部 

都市計画課 都市計画担当 

電話 3802-4292 

担当 大沼・宮本 


